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有 線 一 般 放 送 の 品 質 に 関 す る 技 術 基 準 を 定 め る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表 

○ 有 線 一 般 放 送 の 品 質 に 関 す る 技 術 基 準 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 三 年 総 務 省 令 第 九 十 五 号 ）              （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

   第 一 章 総 則    第 一 章 総 則 

第 一 条 （ 略 ） 第 一 条 （ 略 ） 

第 二 条 こ の 省 令 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 法 及 び 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和

二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 号 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る

ほ か 、 次 の 定 義 に 従 う も の と す る 。 

一 ～ 十 （ 略 ） 

第 二 条 こ の 省 令 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 法 及 び 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和

二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 号 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る

ほ か 、 次 の 定 義 に 従 う も の と す る 。 

一 ～ 十 （ 略 ） 

十 一 「 標 準 デ ジ タ ル テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 方 式 」 と は 、 標 準 テ レ ビ ジ ョ ン

放 送 等 の う ち デ ジ タ ル 放 送 に 関 す る 送 信 の 標 準 方 式 （ 平 成 二 十 三 年

総 務 省 令 第 八 十 七 号 。 以 下 「 デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 」 と い う 。 ）

第 三 章 に 定 め る 標 準 方 式 に 準 拠 す る 方 式 を い う 。 

 

十 二 「 標 準 衛 星 デ ジ タ ル テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 方 式 」 と は 、 デ ジ タ ル 放 送

の 標 準 方 式 第 五 章 第 二 節 に 定 め る 標 準 方 式 に 準 拠 す る 方 式 を い う 。

十 三 「 広 帯 域 伝 送 デ ジ タ ル 放 送 方 式 」 と は 、 デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式

第 六 章 第 三 節 に 定 め る に 係 る 標 準 方 式 に 準 拠 す る 方 式 を い う 。 

 

十 一 「 標 準 デ ジ タ ル テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 方 式 」 と は 、 標 準 テ レ ビ ジ ョ ン

放 送 等 の う ち デ ジ タ ル 放 送 に 関 す る 送 信 の 標 準 方 式 （ 平 成 二 十 三 年

総 務 省 令 第 八 十 七 号 。 以 下 「 デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 」 と い う 。 ）

の う ち 、 地 上 基 幹 放 送 局 を 用 い て 行 う テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に 係 る 標 準

方 式 に 準 拠 す る 方 式 を い う 。 

十 二 「 標 準 衛 星 デ ジ タ ル テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 方 式 」 と は 、 デ ジ タ ル 放 送

の 標 準 方 式 第 五 章 第 二 節 に 規 定 す る 衛 星 基 幹 放 送 局 に 係 る 標 準 方

式 に 準 拠 す る 方 式 を い う 。 

十 三 「 広 帯 域 伝 送 デ ジ タ ル 放 送 方 式 」 と は 、 デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式

第 六 章 第 三 節 に 規 定 す る 衛 星 基 幹 放 送 局 に 係 る 標 準 方 式 に 準 拠 す

る 方 式 を い う 。 

第 三 条 ～ 第 八 条 （ 略 ） 第 三 条 ～ 第 八 条 （ 略 ） 

  

第 二 章 有 線 放 送 設 備 の 技 術 基 準 

第 一 節 （ 略 ） 

第 二 節 デ ジ タ ル 有 線 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 方 式 に よ る 有 線 テ レ ビ ジ

ョ ン 放 送 等 を 行 う 有 線 放 送 設 備 に 係 る 条 件 

 

（ 入 力 信 号 の 条 件 ） 

  

第 二 章 有 線 放 送 設 備 の 技 術 基 準 

第 一 節 （ 略 ） 

第 二 節 デ ジ タ ル 有 線 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 方 式 に よ る 有 線 テ レ ビ

ジ ョ ン 放 送 等 を 行 う 有 線 放 送 設 備 に 係 る 条 件 

 

（ 入 力 信 号 の 条 件 ） 

第 九 条 デ ジ タ ル 有 線 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 方 式 に よ る 有 線 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送

等 を 行 う 場 合 の ヘ ッ ド エ ン ド の 主 た る 機 器 の 入 力 端 子 （ 総 務 大 臣 が 別 に

第 九 条 デ ジ タ ル 有 線 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 方 式 に よ る 有 線 テ レ ビ ジ ョ ン 放

送 等 を 行 う 場 合 の ヘ ッ ド エ ン ド の 主 た る 機 器 の 入 力 端 子 （ 総 務 大 臣 が 別

別 添 ５ 
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告 示 で 定 め る 箇 所 と す る 。 第 十 三 条 及 び 第 十 七 条 に お い て 同 じ 。 ） に お

け る 入 力 信 号 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 入 力 信 号 の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ

れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 復 調 後 に お け る ビ ッ ト 誤 り 率 の 値 以 下 で な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 当 該 ヘ ッ ド エ ン ド に 係 る 業 務 区 域 の 全 部 が 一 の 放 送

事 業 者 の テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 （ デ ジ タ ル 放 送 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て

同 じ 。 ） を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 （ 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 を 行 う も の を

除 く 。 ） の 放 送 区 域 外 に あ る 場 合 に お け る 当 該 一 の 放 送 事 業 者 の テ レ ビ

ジ ョ ン 放 送 の 同 時 再 放 送 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

（ 略 表 ） 

 

に 告 示 で 定 め る 箇 所 と す る 。 第 十 三 条 及 び 第 十 七 条 に お い て 同 じ 。 ） に

お け る 入 力 信 号 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 入 力 信 号 の 区 別 に 従 い 、 そ れ

ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 復 調 後 に お け る ビ ッ ト 誤 り 率 の 値 以 下 で な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 ヘ ッ ド エ ン ド に 係 る 業 務 区 域 の 全 部 が 一 の

放 送 事 業 者 の テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 （ デ ジ タ ル 放 送 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お

い て 同 じ 。 ） を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 の 放 送 区 域 外 に あ る 場 合 に お け る 当

該 一 の 放 送 事 業 者 の テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 の 同 時 再 放 送 に つ い て は 、 こ の 限

り で な い 。 

 

（ 略 表 ） 

 

第 十 条 ～ 第 十 二 条 （ 略 ） 第 十 条 ～ 第 十 二 条 （ 略 ） 

  

第 三 節 標 準 デ ジ タ ル テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 方 式 に よ る 有 線 テ レ ビ ジ

ョ ン 放 送 等 を 行 う 有 線 放 送 設 備 に 係 る 条 件 

第 三 節 標 準 デ ジ タ ル テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 方 式 に よ る 有 線 テ レ ビ

ジ ョ ン 放 送 等 を 行 う 有 線 放 送 設 備 に 係 る 条 件 

（ 入 力 信 号 の 条 件 ） （ 入 力 信 号 の 条 件 ） 

第 十 三 条 標 準 デ ジ タ ル テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 方 式 に よ る 有 線 テ レ ビ ジ ョ ン 放

送 等 を 行 う 場 合 の ヘ ッ ド エ ン ド の 主 た る 機 器 の 入 力 端 子 に お け る 入 力 信

号 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 入 力 信 号 の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下

欄 に 掲 げ る 復 調 後 に お け る ビ ッ ト 誤 り 率 の 値 以 下 で な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 当 該 ヘ ッ ド エ ン ド に 係 る 業 務 区 域 の 全 部 が 一 の 放 送 事 業 者 の テ

レ ビ ジ ョ ン 放 送 （ デ ジ タ ル 放 送 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を

行 う 地 上 基 幹 放 送 局 （ 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 を 行 う も の を 除 く 。 ） の

放 送 区 域 外 に あ る 場 合 に お け る 当 該 一 の 放 送 事 業 者 の テ レ ビ ジ ョ ン 放 送

の 同 時 再 放 送 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 
第 十 三 条 標 準 デ ジ タ ル テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 方 式 に よ る 有 線 テ レ ビ ジ ョ ン

放 送 等 を 行 う 場 合 の ヘ ッ ド エ ン ド の 主 た る 機 器 の 入 力 端 子 に お け る 入

力 信 号 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 入 力 信 号 の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 掲 げ る 復 調 後 に お け る ビ ッ ト 誤 り 率 の 値 以 下 で な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 、 当 該 ヘ ッ ド エ ン ド に 係 る 業 務 区 域 の 全 部 が 一 の 放 送 事 業

者 の テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 （ デ ジ タ ル 放 送 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ

。 ） を 行 う 放 送 局 の 放 送 区 域 外 に あ る 場 合 に お け る 当 該 一 の 放 送 事 業 者

の テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 の 同 時 再 放 送 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

  

（ 略 表 ） 

 

 
（ 略 表 ） 

 

第 十 四 条 ～ 第 二 十 条 （ 略 ） 第 十 四 条 ～ 第 二 十 条 （ 略 ） 
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別図第一～別図第八 （略） 別図第一～別図第八 （略） 

  

 


